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2024年５月 10日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ  

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2024年６月 27日開催予定の第

69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記  

 

１．変更の理由  

（１）事業目的の記載の変更 

現行定款第２条に定める目的について、今後の事業拡大及び多様化に備え、目的を追加

するとともに、当社事業の現状に即して事業内容を明確化するものであります。 

（２）取締役社長に事故あるときの職務の代行に関し、役付取締役に制限する規定の削除 

現行定款第 24条第４項に定める取締役社長に事故あるときの職務の代行について、役付

取締役以外の取締役からも選定することができるよう、役付取締役に制限する規定を削除

するものであります。 

 

２．変更の内容  

変更の内容は別紙のとおりです。 

           

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2024年６月 27日（木曜日） 

定款変更の効力発生日       2024年６月 27日（木曜日） 

 
以 上 

  

会 社 名 ： 株 式 会 社 ト ー カ イ 

代 表 者 名  ： 代表取締役社長 浅井 利明  

（コード番号 ： 9 7 2 9  東 証 プ ラ イ ム ）  

問 合 せ 先  ： 執行役員 財務・企画本部長 葭田 賢治  

（電話番号  ： 0 5 8 - 2 6 3 - 5 1 1 1 ）  
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別 紙 
変更の内容                         （下線  は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第１条     （条文省略） 

 

第２条 （目的） 

当会社は、次の各事業を営むことを目的とす

る。 

（１） 

       （条文省略）  

（24） 

（25）各種情報の収集、分析及び提供 

 

（26） 

       （条文省略）  

（30） 

        （新  設） 

 

（31） 

       （条文省略）  

（37） 

 

第３条 

       （条文省略） 

第23条 

 

第24条（役付取締役及び代表取締役） 

        （条文省略） 

４ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取

締役会の定めた順序に従い取締役副社長、専務

取締役、又は常務取締役が取締役社長の職務を

代行する。 

 

 

第１条     （現行どおり） 

 

第２条 （目的） 

（現行どおり） 

 

（１） 

       （現行どおり）  

（24） 

（25）各種情報の分析、提供サービス及び宣伝、

広告の企画、制作及び運営 

（26） 

       （現行どおり）  

（30） 

（31）有料職業紹介事業及び求人者・求職者に対

する支援サービス、教育訓練、指導員派遣 

（32） 

       （現行どおり）  

（38） 

 

第３条 

       （現行どおり） 

第23条 

 

第24条（役付取締役及び代表取締役） 

        （現行どおり） 

４ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取

締役会の定めた順序に従い取締役社長の職務を

代行する。 

 

 
以 上 
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～ 


